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三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社および学習院大学経済経営研究所（ＧＥ

 

Ｍ）は、2007年11月、首都圏の上場企業を対象に「ＷＬＢ（ワークライフバランス）に関す

 

る調査」を実施いたしました。

昨今、少子高齢化・人口減少時代を迎え、これからの個人や企業組織ならびに社会全体の持

 

続可能性を問うべくＷＬＢに対する注目が高まっています。しかしながら企業におけるＷＬ

 

Ｂの推進状況に関しては、先進的な取り組みを行っている企業の事例は様々な形で公開され

 

ているものの、多くの企業にとって比較対象となるような情報が少ない状況にあります。

当調査の目的は、そのような企業の課題解決の一助となるべく、ＷＬＢ先進企業などに限定

 

せず幅広く上場企業を対象として、ＷＬＢの取り組み状況の実態やその成果、今後の推進の

 

方向性を明らかにすることにあります。

当調査結果を広く公表することにより、今後の企業におけるＷＬＢ推進のヒントとしていた

 

だければ幸いです。

2008年2月6日

『ＷＬＢ（ワークライフバランス）に関する調査』

～WLB-JUKU INDEX に基づく企業調査結果～

『ＷＬＢ（ワークライフバランス）に関する調査』

～WLB-JUKU INDEX に基づく企業調査結果～

WLB-JUKU INDEX：

 

企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進状況を判断するために、ワーク・ライフ・バランス塾と学習院大学経済経営研究

 

所とで2007年1月に共同開発された評価指標。企業調査項目と個人調査項目とから構成され、制度の有無、制度の浸透、

 

制度の有効性まで一連のプロセスを評価することができる。
ワーク・ライフ・バランス塾：

 

ワーク・ライフ・バランスを推進するため、2004年から活動期間を3年間と定めて自発的に作られた企業間ネットワーク。企業

 

34社、経営者団体等のオブザーバー５団体から構成され、次世代法行動計画の策定・実践、分科会による課題検討など

 

様々な活動を行った。塾長は岩田喜美枝（(株)資生堂

 

取締役執行役員(当時)）。

育児短時間勤務制度の導入や法定日数を超える介護休業期間の設定など、多くの企業がす

でに育児・介護を支援する制度を整備している

長時間労働の是正・解消や有給休暇取得促進のために、多くの企業が何らかの施策を実施

している

在宅勤務については、7割の企業がＷＬＢ促進効果があると考えているものの、導入済み

の企業は1割に満たず、6割の企業は検討を予定していない

ＷＬＢの推進体制は、ＷＬＢの推進をモニタリングしている企業が15%、評価指標として

いる企業は5%にとどまる

ＷＬＢの成果としては、男性社員の定着率やモチベーション、業務品質の向上などに関し

てはあまり効果が認識されていないものの、女性社員の定着率向上に大いに効果があった

とする企業が3割、また女性社員のモチベーションを高めることにも効果が認められてい

る

【要

 

旨】
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10,000人以上,
3

3,000人以上
10,000人未満,

10

500人以上
1,000人未満, 8

300人以上
500人未満, 4

1,000人以上
3,000人未満,

14

建設業, 2

情報通信業, 3
運輸業, 3

卸売･小売業,
5

金融･保険業･
不動産業, 3

飲食店､宿泊
業, 1

ｻｰﾋﾞｽ業, 4

その他, 2

製造業, 16

１．アンケート概要

調査名： ＷＬＢ（ワークライフバランス）に関する調査 ＜企業調査＞

調査時期： 2007年11月

調査方法： 調査対象企業へ調査票を送付、郵送回答する質問紙方式

調査対象： 関東1都3県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に本社所在地のある、

従業員300人超の上場企業（新興市場含む）、1,368社。宛て先は人事担当者

有効回答数： 39社（2007年12月31日時点）

回答企業の事業内容・企業規模内訳

２．育児休業制度・育児短時間勤務制度ならびに介護休業制度

育児短時間勤務制度を導入している企業の割合は8割を超える。また、対象となる子供の上限年齢

について法定を超えて設定している企業の割合は、育児休業制度で4割、育児短時間勤務制度で5割

となっている。

介護休業期間については2/3の企業が法定日数（通算93日）を超えて設定している。

38.5 61.5育児休業制度
【制度の対象となる子の上限年齢】

（%）

48.7 38.5 12.8育児短時間勤務制度
【制度の対象となる子の上限年齢】

66.7 33.3

法定を超える 法定どおり 不明

介護休業制度
【取得可能な休業期間】

３．長時間労働の是正・解消ならびに有給休暇取得促進

長時間労働解消のための施策としては、「長時間労働の者に対する健康診断やカウンセリング」

「長時間労働の者への上司への注意」を行っている企業の割合が7割前後と多い。

有給休暇取得促進のための施策としては、「半日年休制度の導入」を行っている企業の割合が7割

を超える。

制度の内容
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４．人事管理

勤務時間の柔軟性に関わる短時間勤務やフレックスタイム制度については半数以上の企業が導入済

みである。

一方、「効果がある」「ある程度効果がある」と肯定的に捉えられているにもかかわらず、在宅勤

務や勤務地限定、配偶者転勤配慮等については「検討予定なし」とした企業が半数を占めた。

短時間勤務制度
導入の有無

WLB促進効果

30.8

12.8

10.3

53.8

20.5 30.8

17.9

7.7

15.4

59.0

53.8

12.8

35.9

15.4 10.3

2.6

2.6

7.7

導入している 検討中 今後検討予定 検討予定はない

不明

効果がある ある程度効果がある 効果はない 不明

64.1

43.6

0.0

38.5

12.8 23.1

7.7

0.0

10.3

7.7

23.1

7.7

46.2

23.1 59.0

15.4

2.6

15.4

71.8

41.0

5.1

41.0

10.3 10.3

5.1

2.6

12.8

28.2

30.8

5.1

46.2

15.4 46.2

12.8

5.1

10.3

51.3

53.8

5.1

30.8

15.4 23.1

7.7

5.1

7.7

17.9

28.2

7.7

46.2

20.5 46.2

15.4

7.7

10.3

53.8

46.2

15.4

38.5

20.5 5.1

2.6

5.1

12.8

20.5

25.6

7.7

53.8

35.9 25.6

5.1

10.3

15.4

28.2

38.5

15.4

51.3

30.8 25.6

5.1

0.0

5.1

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

裁量労働制

配偶者転勤配慮

メンタルヘルスの相談窓口の設置

キャリアカウンセリングの設置

キャリアを考える研修の開催

生活を配慮した配置転換

勤務地限定制度

社内公募・自己申告制

在宅勤務制度

フレックスタイム制度

導入の有無

WLB促進効果

導入の有無

WLB促進効果

メンタルヘルス研修の開催

再雇用制度の実施

（%）

92.3

43.6

5.1

51.3 5.1

2.6

0.0

71.8

28.2

7.7

56.4

17.9

2.6 12.8

0.0
2.6

制度の導入状況とＷＬＢを促進する上での効果
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ＷＬＢの支援策による成果

５．ＷＬＢの推進体制

WLB支援への積極的な取り組みの考え方が、経営や人事の方針として

 

明文化されている

社員のWLBの促進や、WLBを阻む職場慣行の見直し等について、社内

 

にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑを設けるなど推進体制をつくっている

各部門・職場がWLBを推進しているかをモニタリングしている

WLBの推進状況を、各部門、職場(あるいはその責任者)を評価する管理

 

指標としている

社員のWLBに配慮する必要性について、管理職研修に取り入れるなどし

 

て、管理職に徹底を図っている

社内アンケートやヒアリング等により、WLB支援に関する社員の意見・要

 

望を汲み上げ改善を図っている

社員に対してWLBに役立つ情報提供を行っている

38.5

35.9

15.4

33.3

43.6

43.6

56.4

59.0

79.5

89.7

59.0

51.3

51.3

5.1

5.1

5.1

5.1

7.7

5.1

5.1

5.1

はい いいえ 不明

ＷＬＢの推進体制があるとした企業は全体の1/3であるが、モニタリングや管理指標への取り込み

等、日常的に定着化させている企業はわずかにとどまった。

（%）
ＷＬＢの推進体制

６．ＷＬＢの成果

ＷＬＢ支援策による効果として男性社員のモチベーションや業務品質の向上につながるとの認識ま

では至っていないものの、女性社員の定着率やモチベーションについては効果が認められている。

5 .1

1 0 .3

5 .1

2 8 .2

7 .7

2 3 .1

4 3 .6

1 5 .4

3 3 .3

5 3 .8

2 3 .1

6 4 .1

2 3 .1

5 1 .3

2 5 .6

3 8 .5

3 0 .8

3 0 .8

1 7 .9

4 6 .2

2 5 .6

5 1 .3

3 8 .5

1 0 .3

4 8 .7

1 5 .4

5 3 .8

3 5 .9

5 6 .4

4 1 .0

4 6 .2

5 1 .3

5 9 .0

4 1 .0

1 2 .8

7 .7

1 7 .9

1 0 .3

7 .7

2 .6

2 .6

2 .6

5 .1

1 0 .3

5 .1

1 2 .8

1 2 .8

1 2 .8

1 5 .4

7 .7

1 2 .8

1 2 .8

1 2 .8

1 0 .3

1 5 .4

1 2 .8

1 2 .8

1 2 .8

1 2 .8

1 2 .8

2 .6

5 .1

2 .6

5 .1

5 .1

5 .1

2 .6 3 8 .5

0 .0

0 .0

7 .7

0 .0

新卒者 (男 性 )の 採 用  

新 卒 者 (女 性 )の 採 用  

中 途 採 用 (男 性 )

中 途 採 用 (女 性 ) 

女 性 社 員 の定着率 を高 め る  

男 性 社 員 の定着率 を高 め る  

女 性 社 員 の モチベ ー シ ョン を高 め る  

男 性 社 員 の モチベ ー シ ョン を高 め る  

社 員 の 仕 事 に対 す る満 足 度 を高 め る   

職 場 の 人 間関係が向上 す る

社 員 の ス トレスが 軽 減 され る  

社 員 の 時 間管理能力が高 ま り、
生 産 性 の向上 につ なが る  

業 務 改 善 が進み 、
生 産 性 の向上 につ なが る  

付 加 価 値 の高 い
製品 ･サ ー ビスの 開 発 につ なが る

顧 客 に対 す るイ メー ジ ア ップ に な る

大 いに あ った あ る程 度 あ った あ ま りなか った なか った 不 明

（%）
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